
 

 

 

 

 

 

令 和 ２ 年 度 

 

 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく 

健全化判断比率及び資金不足比率に係る審査意見書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ３ 年 ９ 月 

 

 

兵 庫 県 監 査 委 員 

 

 

 

 

 



 

 

  



兵監委報第12号 

令和３年９月16日 

 

 

  兵庫県知事 齋 藤 元 彦 様 

 

 

 兵 庫 県 監 査 委 員 

 

 

四   海   達    也    

岸  口   み の る    

水  田  裕 一 郎     

花  岡  正  浩     

 

 

 

令和２年度決算に基づく健全化判断比率 

及び資金不足比率に係る審査について 

 

 

令和３年８月13日付け財第1218号で審査依頼がありました令和２年度決

算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる

事項を記載した書類を審査した結果について、別添のとおり意見を提出しま

す。 

 



  



 

－  目     次  － 

 

 

第１  審査の概要  ・・・・・・・・・・・・・・・    １ 

 

１  審査の対象  ・・・・・・・・・・・・・・    １ 

 

２  審査の手続  ・・・・・・・・・・・・・・    １ 

 

第２  審査の結果及び意見  ・・・・・・・・・・・    ２ 

 

１  審査の結果  ・・・・・・・・・・・・・・    ２ 

 

２  審査の意見  ・・・・・・・・・・・・・・    ２ 

 

第３  健全化判断比率の状況  ・・・・・・・・・・    ４ 

 

１  実質赤字比率  ・・・・・・・・・・・・・    ４ 

 

２  連結実質赤字比率  ・・・・・・・・・・・    ５ 

 

３  実質公債費比率  ・・・・・・・・・・・・    ６ 

 

４  将来負担比率  ・・・・・・・・・・・・・    ８ 

 

第４  資金不足比率の状況  ・・・・・・・・・・・  １０ 

 

 

  （ 参 考 ） 

 

１  兵庫県行財政運営方針の財政フレームで見込 

まれている実質公債費比率及び将来負担比率  ・・・・  １１ 

 

２  用語の説明  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １２ 

 

３  比率算定の対象となる範囲  ・・・・・・・・・・・・  １６ 

  



  



 

- 1 - 

第１  審 査 の 概 要 

 

１ 審査の対象 

審査は、令和２年度決算に基づき知事から提出された健全化判断比率（実

質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率）及び資

金不足比率（以下「健全化判断比率等」という。）並びにその算定の基礎とな

る事項を記載した書類を対象とした。 

 

２ 審査の手続 

審査に当たっては、次の事項を主眼に兵庫県監査委員監査基準に準拠して、

関係諸帳簿の抽出照査、関係当局からの説明の聴取など必要と認める審査手

続を実施し慎重に審査した。 

(1)  法令等に照らし算出過程に誤りはないか。 

(2)  法令等に基づき適切な算定要素が計算に用いられているか。 

(3)  算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか。 

(4)  客観的事実の妥当性を判断した上で算定を行う場合において、公正な判

断が行われているか。 
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第２  審査の結果及び意見 

 

１ 審査の結果 

審査に付された健全化判断比率等は正確で、その算定の基礎となる事項を

記載した書類は、適正に作成されているものと認められた。 

健全化判断比率等は次表のとおりで、実質公債費比率が14.7％、将来負担

比率が337.3％であり、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び兵庫県病院事業

会計ほか８会計の資金不足比率は、それぞれ実質赤字額、連結実質赤字額又

は資金の不足額がなく、算定されない。 

 

区     分 
令 和  

２年度 

令 和  

元年度 

比 較  

増 減

( △ ) 

 （ 参 考 ） 

早期健全 

化基準 

財政再生 

基 準 

健全化 

判 断 

比 率 

実 質 赤 字 比 率 － ％ － ％ －    3.75 ％ 5 ％ 

連結実質赤字比率 －    －    －    8.75    15    

実 質 公 債 費 比 率  14.7   14.0   0.7 25    35    

将 来 負 担 比 率 337.3  338.8  △1.5 400    ― 

 

区     分 
令 和 

２年度 

 （ 参 考 ） 

経営健全化基準 

資

金

不

足

比

率 

兵 庫 県 病 院 事 業 会 計 ―  ％ ％ 

兵庫県水道用水供給事業会計 ― 

20 

兵 庫 県 工 業 用 水 道 事 業 会 計 ― 

兵 庫 県 水 源 開 発 事 業 会 計 ― 

兵 庫 県 地 域 整 備 事 業 会 計 ― 

兵庫県企業資産運用事業会計 ― 

兵庫県地域創生整備事業会計 ― 

兵 庫 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 ― 

兵庫県港湾整備事業特別会計 ― 

 

２ 審査の意見 

   単年度（令和２年度）の実質公債費比率は、行財政構造改革の成果を生か

しつつ適切な行財政運営を推進するため策定した兵庫県行財政運営方針（以

下「行財政運営方針」という。）の財政フレームで見込まれた単年度の比率

（15.4％）を0.5ポイント下回っているものの、健全化判断比率として算定

される実質公債費比率（前３か年（令和２年度、元年度及び平成30年度）の

平均）は、前年度（14.0％）と比較すると0.7ポイント悪化している。 

   一方、将来負担比率については、行財政運営方針の財政フレームの見込み
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（342.0％）を4.7ポイント下回るとともに、前年度（338.8％）と比較する

と1.5ポイント改善している。〔11頁〕 

 

前年度に比べ、実質公債費比率が悪化していること、将来負担比率は改善

したものの依然として高い水準となっていること等を考慮すると、本県の財

政は引き続き厳しい状況にあることに変わりはない。 

また、行財政運営方針の財政フレームでは、令和10年度に向けて、実質公

債費比率（単年度）を18.0％未満に抑えるとともに、将来負担比率を280％程

度に縮減することが目標とされている。 

これらのことから、今後も引き続き、選択と集中の徹底により、新型コロ

ナウイルス感染症をはじめとする県政の諸課題に的確に対応しつつ、収支均

衡と将来負担の軽減を図る持続可能な行財政運営に一層の意を用いられた

い。 
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第３  健全化判断比率の状況 

 

１  実質赤字比率 

(1)  実質赤字比率 

令和２年度 令和元年度 
比較増減

（△） 

― ― ― 

実質赤字比率は、実質赤字額がないため、前年度と同様、算定されない。 

(2)  算定式 

実質赤字比率の算定式は、次のとおりである。

 

(3)  実質収支額 

一般会計等に含まれる各会計の実質収支額は次表のとおりで、全ての会

計で赤字になっていない。 

会    計    名 
令和２年度

実 質 収 支 

令和元年度 

実 質 収 支 

比較増減

（△） 

一 般 会 計 
千円 

22,527 

千円 

25,187 

千円 

△2,660 

県 有 環 境 林 等 特 別 会 計 0 0 0 

公共事業用地先行取得事業特別会計 0 0 0 

県 営 住 宅 事 業 特 別 会 計 81,869 61,957 19,912 

勤労者総合福祉施設整備事業特別会計 0 0 0 

庁 用 自 動 車 管 理 特 別 会 計 0 0 0 

公 債 費 特 別 会 計 0 0 0 

自治振興助成事業特別会計 0 0 0 

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 特 別 会 計 0 0 0 

小規模企業者等振興資金特別会計 0 0 0 

農 林 水 産 資 金 特 別 会 計 0 0 0 

基 金 管 理 特 別 会 計 0 0 0 

地 方 消 費 税 清 算 特 別 会 計 0 0 0 

合     計 104,396 87,144 17,252 

（注） 健全化判断比率の算定で用いられている実質収支額は、事業繰越額を考慮したものである。 

          

一般会計等に含まれる各会計の実質収支額の合計は104,396千円の黒字

で、前年度と比較すると、一般会計で2,660千円減少したものの、県営住宅

事業特別会計で19,912千円増加したため、17,252千円増加（増加率19.8％）

している。 

＝実質赤字比率
一般会計等の実質赤字額

標準財政規模
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２  連結実質赤字比率 

(1)  連結実質赤字比率 

令和２年度 令和元年度 
比較増減

（△） 

― ― ― 

全会計を算定の対象とした連結実質赤字比率は、連結実質赤字額がない

ため、前年度と同様、算定されない。 

(2)  算定式 

連結実質赤字比率の算定式は、次のとおりである。

 

(3)  実質収支額及び資金不足額・資金剰余額 

一般会計等の実質収支額と公営事業に係る特別会計の実質収支額及び資

金不足額･資金剰余額は次表のとおりで、その合計額は赤字になっていない。 

会    計    名 令和２年度 令和元年度 比較増減(△) 

一 般 会 計 等 の 実 質 収 支 額 
千円 

104,396 

千円 

87,144 

千円 

17,252 

 

 

 

公

営

事

業 

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 17,338,815 10,133,105 7,205,710 

公
営
企
業
の
資
金
不
足
額(

△)

・
資
金
剰
余
額 

病 院 事 業 会 計 5,297,667 3,431,624 1,866,043 

水 道 用 水 供 給 事 業 会 計 16,256,010 15,786,326 469,684 

工 業 用 水 道 事 業 会 計 13,180,856 12,443,838 737,018 

水 源 開 発 事 業 会 計 170 170 0 

地 域 整 備 事 業 会 計 0 0 0 

企 業 資 産 運 用 事 業 会 計 3,001,423 1,616,543 1,384,880 

地 域 創 生 整 備 事 業 会 計 0 0            0 

流 域 下 水 道 事 業 会 計 572,086 609,131 △37,045 

港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 114,297 22,413 91,884 

合     計 55,865,720 44,130,294 11,735,426 

（注）公営企業のうち地域整備事業会計及び地域創生整備事業会計で資金剰余額が生じる場合で、地

方債残高及び他会計長期借入金が資金剰余額を上回る場合には、資金剰余額は０となる。 

 

実質収支額及び資金不足額・資金剰余額を合計した額は55,865,720千円

の黒字で、前年度と比較すると、流域下水道事業会計で資金剰余額が37,045

千円減少したものの、国民健康保険事業特別会計ほか６会計で実質収支額

及び資金剰余額が11,772,471千円増加したため、11,735,426千円増加（増

加率26.6％）している。 

＝連結実質赤字比率
連結実質赤字額

標準財政規模
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３  実質公債費比率 

(1)  実質公債費比率 

令和２年度 令和元年度 
比較増減

（△） 

14.7 ％ 14.0 ％   0.7 

実質公債費比率は14.7％で、前年度の14.0％と比較して、0.7ポイント悪

化している。 

これは、平成29年度の12.8％が令和２年度の14.9％に置き換わったこと

によるものである。 

(2)  算定式等 

実質公債費比率の算定式は次のとおりで、この式に基づき算定した前３

か年の比率を平均したものが当年度の実質公債費比率である。  

 

 

 

 

この算定式に基づき計算された分母及び分子の額、単年度の比率並びに

実質公債費比率は、次のとおりである。 

区   分 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 

分   子    Ⓐ 
千円 

135,398,460 

千円 

133,691,364 

千円 

126,270,803 

千円 

114,539,391 

分   母    Ⓑ 907,547,948 891,826,345 887,384,217 888,910,919 

単年度の比率 

（Ⓐ／Ⓑ） 
14.9 ％ 14.9 ％ 14.2 ％ 12.8 ％ 

実  質  

公債費

比  率 

令 和 

２年度 
（３か年平均）   14.7 ％ － 

令 和 

元年度 
－ （３か年平均）  14.0 ％ 

   （注） 単年度の比率は小数点第１位において端数調整を行ったものを記載した。 

実質公債費比率

（３か年平均）

（地方債の元利償還金） ＋ （準元利償還金）

＝
（標準財政規模）

－ （元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

－（特定財源 ＋ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
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(3)  前年度との比較 

単年度の実質公債費比率を前年度と比較すると、防災・減災、国土強靱

化の推進等に係る国の特例債等の元金償還の開始に伴い公債費が増加した

一方、地方消費税率引上げ影響の通年化等により算定上の分母である標準

財政規模が増加したこと等から、前年同率となっている。 

 

（分子） 

区  分 令和２年度 令和元年度 比較増減(△) 

地方債の元利

償還金及び準

元 利 償 還 金 

地方債の元利償還金 
千円 

297,809,513 

千円 

302,664,737 

千円 

△4,855,224 

 うち県債管理基金の 

積立不足に対する加算 
4,946,103 13,619,342 △8,673,239 

準 元 利 償 還 金 14,011,927 13,698,212 313,715 

計 311,821,440 316,362,949 △4,541,509 

地方債の元利

償還金及び準

元利償還金か

ら差引くもの 

特 定 財 源 12,472,821 15,286,839 △2,814,018 

元利償還金・準元利   

償 還 金 に 係 る 基 準    

財 政 需 要 額 算 入 額 

163,950,159 167,384,746 △3,434,587 

計 176,422,980 182,671,585 △6,248,605 

分 子 の 額 135,398,460 133,691,364 1,707,096 

（注） 地方債の元利償還金は満期一括償還地方債の１年当たりの元金償還金に相当する額を含めて記

載した。 

 

（分母） 

区  分 令和２年度 令和元年度 比較増減(△) 

標準財政規模 
千円 

1,071,498,107 

千円 

1,059,211,091 

千円 

 12,287,016 

標準 財 政

規模 か ら

差 引 く も の 

元利償還金・準元利

償還金に係る基準 

財政需要額算入額 

163,950,159 167,384,746 △3,434,587 

分 母 の 額 907,547,948 891,826,345 15,721,603 
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４  将来負担比率 

(1)  将来負担比率 

令和２年度 令和元年度 
比較増減

（△） 

337.3％ 338.8％ △1.5 

         

将来負担比率は337.3％で、前年度の338.8％と比較して、1.5ポイント 

改善している。 

 (2)  算定式等 

将来負担比率の算定式は、次のとおりである。  

 

 

 

 

この算定式に基づき計算された分母及び分子の額は、次のとおりである。 

区  分 令和２年度 令和元年度 比較増減（△） 

分  子 
千円 

3,061,588,969 

千円 

3,021,511,971 

千円 

40,076,998 

分  母 907,547,948 891,826,345 15,721,603 

(3)  前年度との比較 

地方消費税率引上げ影響の通年化等により算定上の分母である標準財政

規模が増加したこと等から、将来負担比率は改善している。 

 

将来負担比率

（将来負担額）－（充当可能基金額）－（特定財源見込額） 

＝
－ （地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 

（標準財政規模）
－ （元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
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（分子） 

区     分 令和２年度 令和元年度 比較増減（△） 

将 
 
 
 
 
 

来 
 
 
 
 
 

負 
 
 
 
 
 

担 
 
 
 
 
 

額 

地 方 債 の 現 在 高 
千円 

5,363,290,586 

千円 

5,296,950,934 

千円 

66,339,652 

債 務 負 担 行 為 に 基 づ く 

支 出 予 定 額 
19,982,271 22,933,088 △2,950,817 

公 営 企 業 の 地 方 債 

償 還 に 係 る 繰 入 見 込 額 
158,019,583 143,443,994 14,575,589 

加入する組合等の地方債        

償 還 に 係 る 負 担 見 込 額 
36,243 44,257 △8,014 

退 職 手 当 負 担 見 込 額 326,794,940 335,771,027 △8,976,087 

設 立 法 人 の 負 債 額 

等 負 担 見 込 額 
40,883,541 39,541,475 1,342,066 

内 
 
 
 

訳 

兵 庫 県 道 路 公 社 7,203,342 6,691,960 511,382 

兵庫県土地開発公社 0 0 0 

公立大学法人 兵庫県立大学 0 0 0 

公益社団法人 兵庫みどり公社 29,283,908 29,396,219 △112,311 

兵庫県住宅供給公社 1,340,369 1,386,432 △46,063 

公的信用保証、制度融資等に係る損失補償 3,055,922 2,066,864 989,058 

連 結 実 質 赤 字 額 0 0 0 

加 入 す る 組 合 等 連 結 

実 質 赤 字 額 負 担 見 込 額 
0 0 0 

計 5,909,007,164 5,838,684,775 70,322,389 

将

来

負

担

額

か

ら 
 
 
 
 

差

引

く

も

の 

充 当 可 能 基 金 額 446,233,558 434,396,093 11,837,465 

特 定 財 源 見 込 額 180,703,870 191,911,776 △11,207,906 

地方債現在高等に係る基準

財 政 需 要 額 算 入 見 込 額 
2,220,480,767 2,190,864,935 29,615,832 

計 2,847,418,195 2,817,172,804 30,245,391 

分 子 の 額 3,061,588,969 3,021,511,971 40,076,998 

（分母） 

区  分 令和２年度 令和元年度 比較増減（△） 

標準財政規模 
千円 

1,071,498,107 

千円 

1,059,211,091 

千円 

12,287,016 

標 準 財 政 

規 模 か ら 

差引くもの 

元利償還金・準元利

償還金に 係る基 準 

財政需要 額算入 額 

163,950,159 167,384,746 △3,434,587 

分 母 の 額 907,547,948 891,826,345 15,721,603 
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第４  資金不足比率の状況 

 

  １  資金不足比率 

会    計    名 令和２年度 令和元年度 比較増減(△) 

病 院 事 業 会 計 ― ― ― 

水 道 用 水 供 給 事 業 会 計 ― ― ― 

工 業 用 水 道 事 業 会 計 ― ― ― 

水 源 開 発 事 業 会 計 ― ― ― 

地 域 整 備 事 業 会 計 ― ― ― 

企 業 資 産 運 用 事 業 会 計 ― ― ― 

地 域 創 生 整 備 事 業 会 計 ― ― ― 

流 域 下 水 道 事 業 会 計 ― ― ― 

港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 ― ― ― 

資金不足比率は、各会計とも資金の不足額がないため、前年度と同様、算

定されない。 

  ２  算定式 

資金不足比率の算定式は、次のとおりである。 

 

＝資金不足比率
資金の不足額

事業の規模
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（ 参 考 ） 

１  兵庫県行財政運営方針の財政フレームで見込まれている実質公債費比率及び

将来負担比率 

 

 

 

 

 

 

H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

－ － 14.8 15.3 15.9 16.6 17.3 17.6 17.8 17.8 17.9

実 績 13.8 14.0 14.7 － － － － － － － －

実質公債費比率
( 単 年 度 )

－ － 15.4 15.7 16.8 17.4 17.7 17.8 17.8 17.7 18.1

実 績 14.2 14.9 14.9 － － － － － － － －

将 来 負 担
比 率

－ － 342.0 349.0 345.2 340.1 335.2 330.1 321.9 313.2 303.3

実 績 339.2 338.8 337.3 － － － － － － － －

(注) 令和３年３月に改定された兵庫県行財政運営方針に基づき記載した。

(注) 平成30年度から令和２年度までは実績、３年度以降は見込みの比率とした。

区　分

実質公債費比率
(３か年平均)

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

27.5

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

30 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10

実
質
公
債
費
比
率

％

将
来
負
担
比
率

％

年度

将来負担比率 実質公債費比率（３か年平均）

早期健全化基準
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２  用語の説明 

(1)  実質赤字比率関係 

○  実質赤字比率 

 

 

 

 

○  一般会計等 

 

 

 

○  標準財政規模 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  臨時財政対策債発行可能額 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  連結実質赤字比率関係 

○  連結実質赤字比率 

 

 

 

 

 

  地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般

財源の規模を示すもので、地方税法に定める法定普通税を、標準税率を

もって、地方交付税法で定める方法により算出した収入見込額等に普通

交付税を加算した額。 

  なお、健全化判断比率の算定における標準財政規模は、上記の額に臨

時財政対策債発行可能額を加算する。 

  一般会計及び特別会計（公営事業会計を除く）。 

  地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化

度合いを示すもの。 

  全ての会計の赤字や黒字を合算した地方公共団体全体としての赤字

の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化度合いを

示すもの。 

臨時財政対策債とは、地方一般財源の不足に対処するために、地方財

政法第５条の特例として、投資的経費以外の経費にも充てることができ

る特別の地方債であり、その発行可能額は、普通交付税の基準財政需要

額の算定の際に算出されるものである。 

 なお、その元利償還金相当額については、全額が後年度に地方交付税

の基準財政需要額に算入される。 
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(3)  実質公債費比率関係 

○  実質公債費比率 

 

 

 

 

○  県債管理基金の積立不足に対する加算 

 

 

 

 

 

 

○  準元利償還金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  基準財政需要額算入額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  地方債の元利償還金に準ずるものとして地方財政法施行令に定められた

次のもの。 

    ア  一般会計等から公営企業会計への繰入金のうち、公営企業債の償

還に充てたと認められるもの 

イ  組合等への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償

還の財源に充てたと認められるもの 

ウ  債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの  等 

  基準財政需要額は普通交付税の算定基礎となるもので、地方公共団体

が合理的かつ妥当な水準における行政を行うための財政需要のうち、一

般財源で賄うべき額として算定された額。 

  借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、

実質的な公債費等がどの程度の財政負担となっているかを示すもの。 

  前年度末において県債管理基金の残高があるべき残高に満たない場

合、その不足率を実質年間償還額に乗じた額が、実質公債費比率の算定

上、地方債の元利償還金に加算されるもの。その分同比率が上昇するこ

とになる。 
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(4)  将来負担比率関係 

○  将来負担比率 

 

 

 

 

 

○  将来負担額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  充当可能基金額 

 

 

 

 

○  特定財源見込額 

 

 

 

 

 

  地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債として地

方公共団体の財政の健全化に関する法律に定められた次のもの。 

  ア  地方債の現在高 

  イ  債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第 5 条各号の経

費に係るもの）のうち、一般会計等の負担見込額 

  ウ  公営企業会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入

見込額 

  エ  加入する組合等の地方債の元金償還に充てる地方公共団体から

の負担見込額 

  オ  退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一

般会計等の負担見込額 
  カ  地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人の負債額並び

にその他の法人等のために債務を負担している場合の債務額のう

ち、法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額 

  キ  連結実質赤字額 
ク  加入する組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担

見込額 

  地方自治法第 241 条に基づき設けられた基金のうち、前記将来負担額

のアからカまでの償還額等に充てることができるもの。 

  地方債を財源とした貸付金に対する償還金や公営住宅賃貸料など前

記将来負担額のアからエまでの償還額等に充てることができる特定の

歳入の見込額。 

  地方公共団体の一般会計等の地方債やその他将来支払っていく可能

性のある負債等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能

性の度合いを示すもの。 
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(5)  資金不足比率関係 

○  資金不足比率 

 

 

 

 

○  資金の不足額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  公営企業の資金不足を、料金収入など公営企業の事業規模と比較して

指標化し、経営状態の悪化度合いを示すもの。 

  公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもので、地方公営企業法

適用企業については流動負債の額から流動資産の額を控除した額を基

本として、同法非適用企業については一般会計等の実質赤字額と同様に

算定した額を基本として算定された額。 
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３  比率算定の対象となる範囲

公 共 事 業 用 地 先 行
取 得 事 業 特 別 会 計

県営 住宅 事業特 別会計

兵 庫 県 競 馬 組 合

基 金 管 理 特 別 会 計

地方消費税清算特別会計

水 源 開 発 事 業 会 計

地 域 整 備 事 業 会 計

企業 資産 運用事 業会計

庁 用 自 動 車
管 理 特 別 会 計

流 域 下 水 道 事 業 会 計

病 院 事 業 会 計

水道 用水 供給事 業会計

工 業 用 水 道 事 業 会 計

地域 創生 整備事 業会計

国民 健康 保険事 業会計

農林 水産 資金特 別会計

地
方
公
社
・

第
３
セ
ク
タ
ー
等

公 的 信 用 保 証 、 制 度
融 資 等 に 係 る 損 失 補 償

港湾 整備 事業特 別会計

関 西 広 域 連 合

公
 
営
 
企
 
業
 
会
 
計

兵
 
 
 
 
庫
 
 
 
 
県

公 債 費 特 別 会 計

自 治 振 興 助 成
事 業 特 別 会 計

母 子 父 子 寡 婦 福 祉
資 金 特 別 会 計

小 規 模 企 業 者 等 振 興
資 金 特 別 会 計

一
 
般
 
会
 
計
 
等

兵 庫 県 道 路 公 社

兵 庫 県 土 地 開 発 公 社

公 立 大 学 法 人 兵 庫 県 立 大 学

公 益 社 団 法 人 兵 庫 み ど り 公 社

兵 庫 県 住 宅 供 給 公 社

公
 
営
 
事
　
業
 
会
 
計

一 般 会 計

県有 環境 林等特 別会計

勤 労 者 総 合 福 祉 施 設
整 備 事 業 特 別 会 計

実

質

赤

字

比

率

連

結

実

質

赤

字

比

率

実

質

公

債

費

比

率

将

来

負

担

比

率

資

金

不

足

比

率

健全化判断比率及び資金不足比率の対象



 

 

 


